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このメールマガジンは、購読を希望された方、広域関東圏知的財産戦略本部 
関係者、知的財産に関係する企業・機関のご担当者、パテントソリューショ 
ンフェアに出展申込された方、ご来場頂いた方に配信しております。 
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□■ １，特許・商標関係料金改定の施行日決定等のお知らせ 
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「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が 
本日閣議決定されたことにより、改正法により改定される特許、商標関係 
料金の施行日が、平成２０年６月１日に決定しましたのでお知らせします。 
また、同日付で「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」についても 
閣議決定され、平成２０年６月１日以降の特許出願、商標登録出願の 
手数料等の引き下げも決定しましたので併せてお知らせします。 
詳しい内容は、特許庁ＨＰ（http://www.jpo.go.jp/indexj.htm）を 
ご確認願います。 
 
【参考リンク】 
●平成２０年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ 



http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/fy20_ryoukinkaitei.htm 
●特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 
－閣議決定のお知らせ－ 
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_kaisei0601.htm 
●特許法等関係手数料令の一部を改正する政令－閣議決定のお知らせ－ 
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_tesuuryou_kaisei0601.htm 
●特許法等の一部を改正する法律（平成２０年４月１８日法律第１６号） 
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_200201.htm 
 
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
□■ ２，平成 20年度特許法等改正説明会（特許庁主催）の開催について 
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この度、以下の事項を内容とする「特許法等の一部を改正する法律」が 
成立しました。この法律改正の内容に関する説明会を、特許庁、各経済 
産業局及び内閣府沖縄総合事務局主催で開催いたします。 
参加費は無料ですので、この機会に奮ってご参加ください。 
なお、全会場、事前申し込み制となっていますのでご注意願います。 
 
（１）通常実施権等登録制度の見直しについて ＜特許法・実用新案法＞ 
（２）不服審判請求期間の見直しについて ＜特許法・意匠法・商標法＞ 
（３）優先権書類の電子的交換の対象国の拡大について 
＜特許法・実用新案法＞ 
（４）特許・商標関係料金の引下げについて ＜特許法・商標法＞ 
（５）料金納付の口座振替制度の導入について 
＜工業所有権に関する手続等の特例に関する法律＞ 
 
6月 11日（水）メルパルク東京（東京・１回目） 
6月 16日（月）かながわ労働プラザ（神奈川） 
6月 26日（木）大宮ソニックシティー（埼玉） 
6月 27日（金）メルパルク長野（長野） 
7月 11日（金）静岡県産業経済会館（静岡） 
7月 16日（水）メルパルク東京（東京・２回目） 
 
詳細は、特許庁ＨＰを参照願います。 
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/ibento/ibento2/h20_kaisei.htm  
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□■ ３，「特許流通シンポジウム 2008 in東京」募集開始のお知らせ 
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工業所有権情報・研修館（INPIT）は、東京、大阪、名古屋において 
「特許流通シンポジウム」を開催します。 
特許流通・知的財産の活用による企業の活性化の支援を目的に、 
「オープンイノベーションに向けて」をキャッチフレーズとして、 
特許流通・技術移転の実務家、実際に知的財産を活用した事業経営を 
進めている企業の方より、特許流通・技術移転の最先端の動きなどの 
講演が行われます。 
パネルディスカッションでは、オープンイノベーションの時代に相応しい 
技術移転を有効活用した事業戦略のあり方などについて考えます。 
参加費は無料、事前登録制です。 
なお、第 1回の特許流通シンポジウム 2008 in東京については 
5月 12日から募集を開始しています。 
 
  2008年 6月 26日 ホテル日航東京（東京） 
  2008年 9月 12日 毎日新聞オーバルホール（大阪） 
  2009年 2月 20日 ミッドランドホール（名古屋） 
 
詳細は、ＩＮＰＩＴのＨＰをご参照願います。 
http://www.ryutu.inpit.go.jp/symposium/index.html  
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日本弁理士会の主催により、「弁理士の日（７月１日）」の記念事業の 
一環として無料相談会が開催されます。 
明治３２年７月１日に弁理士法の前身である「特許代理業者登録規則」が 
施行されたことにちなみ記念事業として行われるものです。 
 
開催日時：平成２０年６月２８日（土）10:00～16:00 



開催地： 全国４４ケ所 
相談形態：面談による無料相談（予約は不要） 
相談員は委嘱された弁理士（全国１５０名を予定） 
担当事務局：日本弁理士会 広報・支援・評価室 鈴木様 
e-mail：a.suzuki-jpaa@nifty.com    Tel:03-3519-2709 
 
詳細はホームページ（http://www.jpaa.or.jp/）にてご確認ください。 
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